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１．歴史まちづくり関連法制度の紹介
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景観法及び歴史まちづくり法制定に至るまでの歴史をさかのぼると、建築物や広告物について
の流れに加え、「自然・緑」、「歴史文化」の分野において個別の法整備が進められてきた。

戦後復興・高度経済成長期の社会要請のなかで進められた法整備が一段落し、自治体での独自
条例や計画策定が盛んになる期間を経て景観法や歴史まちづくり法が制定された。
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明治・大正期～昭和初期 バブル崩壊後
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太政官布達
公園制度の始まり

1871
古器旧物保存法

1968
新・都市
計画法

皇居周辺
（旧美観地区）

都市化の進展に伴う歴史的
環境の破壊への対応

超高層建築等の計画
近代建築の取り壊し
による景観・美観論争
（例：京都タワー）

関連法制度の流れ

1980
明日香法

2020
文化観光
推進法
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風致とは趣きで、（中略）多く慣用として自然の山川草木を対象として使用されて居る。風は多く自然を意味し、
風の極致たる解釈を多くする。今は先ず「山川草木の景乃至其等が添景を与える趣」と解釈しておく。（中略）歴
史的感興をまざまざと想起しうる素因の対象物も亦風致と認められる。

（北村徳太郎 風致地区について（其三）「都市公論」S2）

風致概念について

イ 季節ニ応ズル各種ノ風景地

ロ 公園、社寺苑、水辺、林間、其ノ他公開慰楽地

ハ 史的又ハ郷土的意義アル土地

風致地区決定標準（S8）における指定対象
ニ 樹木ニ富メル土地

ホ 眺望地

ヘ 前各号ノ附近地ニシテ風致維持上必要アル地帯

都市計画運用指針（H13）における指定対象
ア 樹林地若しくは樹木に富める土地（市街地を含む。）であって、良好な自然的景観を形成しているもの。

イ 水辺地（水面を含む。）、農地その他市民意識からする郷土意識の高い土地であって、良好な自然的景観
を形成しているもの。

風致地区制度（T8）

地区内の工作物の新築、改築、増築もしくは除却、土地の形質の変更、竹木土石の類の採取等について、地方
長官が内務大臣の認可を受けて禁止、制限ができることになった。

第10条 都市計画区域内ニ於テハ（中略）必要ト認ムルトキハ風致又ハ風紀ノ維持ノ為特ニ

地区ヲ指定スルコトヲ得。

旧都市計画法（T8）で風致地区制度を位置づけ

※明治神宮（S1）、京都（Ｓ５）で風致地区指定がなされ全国に広まる。
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二
の
鳥
居

三
の
鳥
居
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殿

自然的環境

視
点
場

歴史的建造物等

歴 史 的 風 土

歴史的風土保存区域の指定（国土交通大臣） ※関係省庁協議が必要

【2017年3月31日現在：32地区、22,487ha 】

・建築物の建築、宅地の造成等について届出・勧告制による規制

古都保存事業（社会資本整備総合交付金）

・土地の買入れ（国費率7/10）
・損失補償（国費率7/10）
・施設の整備（国費率1/2）
・景観阻害物件の除却（国費率1/2）

税制措置
・土地の買入れに際し、譲渡

所得2,000万円控除
・行為制限の内容を踏まえて

相続税を評価減
（林地の場合更に３割評価減）

歴史的風土特別保存地区の都市計画決定（府県・政令市）

【平成29年3月31日現在：60地区、8,832ha】

・建築物の建築、宅地の造成等について許可制による規制
・規制に対する損失補償として土地を買入れる仕組みを導入

歴史的風土の概念図
（歴史的風土審議会資料（1997年12月）より作図）

古都保存法の体系

鶴岡八幡宮鎌倉市及び逗子市歴史的風土保存区域

歴史的風土保存計画の決定（国土交通大臣）※関係省庁協議が必要

・歴史的風土保存区域について、行為の規制その他歴史的風土の維持保存
に関する事項等を記載

保存区域のうち枢要部分について

古都保存法（S41）の目的・体系

■ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（古都保存法）（1966年制定）
（古都：京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市、大津市の１０都市）

・この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古

都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もって国土愛の高揚に資す

るとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。（法第１条）
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「伝統的建造物群」･･･周囲の環境と一体をなして歴史的風致を

形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの。

「伝統的建造物群保存地区」･･･伝統的建造物群及びこれと一体

をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村が

定める地区のこと。さらに、我が国にとってその価値が特に高い

ものを、「重要伝統的建造物群保存地区」として選定することが

できる。 （令和３年８月２日現在，１０４市町村で１２６地区を選定）

伝統的建造物群保存地区（S50）

選定

市町村

伝統的建造物群及びこれと一体をなして
その価値を形成している環境

条例による保存措置

伝統的建造物群保存
地区の都市計画決定

（都市計画区域外は条例で指定）

文化庁

伝統的建造物群の定義

周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成
している伝統的な建造物群で価値の高いもの

※その他支援措置あり

文化審議会への諮問・答申
→重要伝統的建造物群

保存地区の選定

選定の申出

○歴史的な町並みの景観保全については、「伝統的建造物群保存地区」の制度を創設。

【恵那市岩村町本通り】
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景観法（H16）の概要

市町村

景観行政団体
全て

その他の市町村

（景観法に基づく大部分の事務の実施主体）

指定都市 中核市
全て全て 都道府県知事と協議した場合

都道府県

基本理念

１．建築物等の建築等について、行為の制限を定める

※都市計画区域外でも「準景観地区」で準じた規制が可能。

景観計画 景観地区

① 形態意匠の制限（形態、色彩、材質など）

１．建築物等についての制限を定める

２．その他の計画事項を定める

認定制度によ
り実効性確保

建築確認など
で実効性確保

建造物 樹木景観重要建造物・樹木

景観上重要となる建築物等を
指定し積極的に保全

（現状変更に対する許可制）

景観協定
景観重要公共施設

などの制度により、総合的に良好
な景観形成を推進

景観整備機構

その他、

、

② 高さ、壁面位置など

（都市計画制度）（届出・勧告等を行う制度）

＜制限規定のイメージ＞
外壁の色彩は暖色系の色相（下図参
照）又は無彩色を基調とし、周辺と
の調和に配慮すること屋根はいぶし瓦葺き又はヨシ葺きを原則

とし、４～５寸勾配を設け、適度な軒の
出を有すること

真壁づくり又はそれに準ずる和風建築様式
を継承した意匠とすること

原則２階は後退させ、瓦葺きの軒庇とする
こと

マンセル表色系に
よる基調色の範囲

形態意匠は、条例で行為を指定すれば命令も可能

届出制度により誘導 （制限に適合しない場合は設計変更等を勧告できる）

良好な景観は、「国民共通の資産」、「地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成」、
「地域の固有の特性と密接に関連」、「地域の活性化に資する」ものである。

※良好な景観の形成は、「現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含む」。

7



「文化的景観」

・地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形
成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くこと
のできないもの

・我が国にとって価値が特に高いものを、国が「重要文化的景観」
として選定し、文化財の一つとして保全。
（令和４年３月１５日時点で，全国で７１件の重要文化的景観が選定）

文化財としての文化的景観制度（H16）

地方公共団体

景観計画区域内景観地区内

文化的景観

現状変更等の届出義務

条例による保護措置
保存計画の策定
所有者同意 等

文化庁

文化的景観の定義

地域における人々の生活又は生業及び当該風
土により形成された景観地で我が国民の生活又
は生業の理解のために欠くことのできないもの

※その他支援措置あり

文化審議会への諮問・答申

→重要文化的景観の選定

選定の申出

選定

○景観法の制定にあわせ、文化財保護法の改正により、「文化的景観」制度が創設。

文化庁HPより

【葛飾柴又の文化的景観】
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文化観光振興法（R2）

（出典：文化庁HP）
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２．歴史まちづくり法の概要
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８年間に、約2,200棟（全体の約20％）の歴史的な建造物が失
われている。※出典：金沢市資産税課 （Ｈ１９）
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金沢市のまちなかの例

文化財指定されていない歴史的建造物については、
維持管理に多くの費用がかかること、所有者の高齢
化等を背景に滅失が進んでおり、良好な歴史的まちな
みが失われつつある。

歴史的まちなみが失われる現状

○ 我が国には、城郭や神社仏閣等の文化財及び文化財指定を受けていないものの歴史的な価値を有
する建造物とが相まって、歴史的なまちなみが形成されている地域が全国に存在している。

○ こうした地域において、工芸品の製造販売や祭礼行事などが行われ、歴史的なまちなみと一体となっ
て、風情、情緒、たたずまいのある良好な市街地の環境が形成されている。

（例）まちなみの連続性が損なわれている様子 11



歴史まちづくり法制定の経緯

文化審議会で「文化財と周辺環境
を一体として捉え、保存・活用する
こと」を提言

社会資本整備審議会で「古都保存
行政の理念の全国展開」を提言

まちづくり行政(国土交通省・農林水産省) 文化財行政(文化庁)

国土交通省、文化庁の審議会での方向性が一致

社会資本整備審議会答申 今後の古都保存のあり方はいかにあるべきか（平成２０年２月）

国は、現存する歴史的風致の保存・継承、及び消失するおそれのある歴史的風致の再
生を図るまちづくりを積極的に推進するため、新たな支援措置または既存制度の特例
措置を講ずる制度の枠組みを構築するべきである。

文化審議会文化財分科会企画調査会報告書（平成１９年１０月）

地域の文化財を周辺環境も含めて総合的に把握し、保存・活用する地方公共団体が
中心となった取組を、国が支援する具体的な仕組みが必要である。

古都に限らず、優れた歴史的な風土を今に伝える歴史都市は多数存在する
※京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市、大津市の１０都市が「古都」に指定されている。
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歴史まちづくり法の概要

基本方針（国が作成）

【重点区域】
核となる文化財（重要文化財、重要伝統

的建造物群保存地区等）と、一体となって
歴史的風致を形成する周辺市街地により
設定

歴史的風致維持向上計画 （市町村が作成）

国による認定

（文部科学大臣、
農林水産大臣、
国土交通大臣）

認定歴史的風致維持向上計画

各事業による重点的な支援

（例）歴史的建造物の修理・買取

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（H20.5.23全会一致で成立、同年11.4施行）

【法の目的】

歴史的風致の維持・向上を図るためのまちづくりを推進する地域の取組を国が積極的に支援すること
により、個性豊かな地域社会の実現を図り、都市の健全な発展・文化の向上に寄与
【歴史的風致】

地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の
高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境

歴史的風致形成建造物（第12条～第21条）

法律上の特例措置（第11条、第22条～第30条）

（例）都市公園内の城跡の復原

○補助対象拡大・国費率嵩上げ
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１．地域におけるその固有の歴史
及び伝統を反映した「人々の
活動」 ＝人々の営み

２．その活動が行われる「歴史上
価値の高い建造物及びその
周辺の市街地」

一体となって形成された良好な市街地の環境

歴史的風致

三町重要伝統的建造物群保存地区と高山祭（岐阜県高山市）

○法律における定義（歴史まちづくり法第１条）

「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の

高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」

「歴史的風致」とは

14



歴史まちづくりに関する主な支援措置
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歴史まちづくり関連税制

○歴史的風致を維持向上し、歴史・文化を活かしたまちづくりを推進するため、税制の特例措
置を講ずるもの。

イメージ

・歴まち計画に定められた重点区域に
おけるポケットパーク、水路等の公
共・公用施設の整備に関する事業の
用に供する土地等を、個人・法人が
地方公共団体又は歴史的風致維持向
上支援法人に譲渡する場合、譲渡所
得等について1,500万円控除

・歴史的風致形成建造物である
家屋及びその敷地について、
３割評価減

所得税・法人税等 相続税
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○市町村は、歴史的風致維持向上計画に記載した指定方針に基づき、歴史的風致の維持向上の

ために保全を図る必要が認められる建造物を歴史的風致形成建造物として指定できる。

○歴史的風致形成建造物に指定されると、建造物の所有者に管理義務や増築等に関する届出義務

が生じるが、所有者は管理・修理に関して文化庁の技術的指導を求めることができる。

津山城宮川門跡石垣（津山市）大谷忠吉本店（白陽酒造）建造物群（白河市）佐々木邸（京都市） 金沢城惣構跡 西内惣構跡（金沢市）

■指定実績（令和４年１０月末現在）

■歴史的風致形成建造物制度を活用した取組事例

指定建造物の修理・修景・復元のほか、東日本大震災の被災建造物の復旧にも活用

街なみ環境整備事業を活用した歴史的形成建造物の修理への助成（白河市）

￥

街なみ環境整備事業を活用した塀の復元整備への助成（京都市）

歴史的風致形成建造物

８３４件を指定

町家などの歴史的建築物だけではなく、庭園や水路・石垣等の土木施設にも幅広く活用
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歴史的風致維持向上地区計画制度

○歴史的風致維持向上地区計画制度とは、地域の歴史及び伝統を活かした物品の販売や料理の
提供などを行う歴史的風致にふさわしい用途の建築物等について、用途制限の特例によりそ
の立地を可能とするものである。

■実績（令和5年3月末現在）

２地区（白河市、太宰府市）

・土地利用の基本方針を定め、下記項目を設定

①地域の歴史的風致にふさわしい用途 、規模

②形態意匠に関する事項

③上記の建築物の建築を認める区域

・用途地域による制限にかかわらず、①～③を満
たす建築物の建築が可能となる。 ③の区域

②で定める
形態意匠

伝統工芸品
の展示場

郷土料理店

お土産物店
①の歴史的風致にふ
さわしい用途、規模

歴史的風致維持向上地区計画の活用イメージ

■歴史的風致維持向上地区計画の都市計画決定

政庁通り イメージ

事例 （福岡県太宰府市）

・国特別史跡 太宰府政庁跡前面の道路沿いの用途規制を緩和し、住宅及び店舗付き住宅のみ
認められていた地区において、喫茶店や飲食店の専用店舗を立地可能とした。

18



○法に基づく事務や権限等を、認定都市や歴史的風致維持向上支援法人に委譲するもの

・土地改良施設である農業用用排水路の管理 【都道府県→歴史的風致維持向上支援法人】

・文化財保護法に係る一部の事務【国（文化庁）→認定都市】

・歴史的風致の維持向上に寄与する都道府県管理の都市公園の管理【都道府県→認定都市】

・特別緑地保全地区における行為制限に関する事務【都道府県→認定都市】

・屋外広告物法に基づく条例の制定【都道府県→認定都市】

権限委譲

○計画に基づく取組の推進を図るため、法律上の特例措置を講じるもの

・農業用用排水施設の存する農用地区内における開発行為について、歴史的風致の維持・向上

に著しい支障を及ぼす場合には不許可処分。

・計画に位置付けられた路外駐車場を駐車場整備計画に位置付けるとともに、駐車場整備計画

に都市公園内の地下駐車場整備に関する事業計画を定める場合、公園管理者の同意を得るこ

とを義務づけ、当該駐車場については都市公園の地下占用を許可

・計画に無電柱化が必要と記載された道路を、電線共同溝を整備すべき道路として指定可能。

・歴史的風致の維持向上に寄与する建築物の復原を目的とする市街化調整区域における開発行

為について、許可申請に必要な手続きを簡素化

規制緩和等

法令上の特例措置（権限委譲・規制緩和等）
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３．歴史まちづくりの取組状況と効果
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歴史的風致維持向上計画認定状況（Ｒ５年３月末時点）

＊うち２期計画認定済 36都市

合計 90都市（39府県）

1

2

3

4

5

6 7

8

910
11

12

13
14

24

1617
1918

21

20

22 23

2526 27

28

29
30

3132

33
34

35

36

37
3839
40

41
42 43

44
45

46

47
50
49

48
51

52

53
54

55
56

57
58
59

606162
63

64

65

66
67 68

69707172

7374
75 76

80 77 78
79

81
82

83 84

85

86 87

15

88

89

90

都道府県 市町村名 認定日

53 彦根市＊ H21.1.19

54 長浜市＊ H22.2.4

55 大津市 R3.3.23

56 京都市＊ H21.11.19

57 宇治市＊ H24.3.5

58 向日市 H27.2.23

59 大阪府 堺市＊ H25.11.22

60 斑鳩町 H26.2.14

61 奈良市 H27.2.23

62 湯浅町 H28.3.28

63 広川町 H28.10.3

64 和歌山市 H30.3.26

65 高野町 H31.1.24

66 松江市＊ H23.2.23

67 津和野町＊ H25.4.11

68 津山市＊ H21.7.22

69 高梁市＊ H22.11.22

70 尾道市＊ H24.6.6

71 竹原市■ H24.6.6

72 山口県 萩市＊ H21.1.19

73 徳島県 三好市＊ H22.11.22

74 大洲市＊ H24.3.5

75 内子町 R1.6.12

76 高知県 佐川町＊ H21.3.11

77 太宰府市＊ H22.11.22

78 添田町 H26.6.23

79 宗像市 H30.3.26

80 佐賀市＊ H24.3.5

81 基山町 H31.1.24

82 鹿島市 H31.3.26

83 長崎県 長崎市 R2.3.24

84 山鹿市＊ H21.3.11

85 湯前町 H29.3.17

86 熊本市 R2.6.24

87 竹田市 H26.6.23

88 大分市 R1.6.12

89 杵築市 R3.3.23

90 宮崎県 日南市 H25.11.22

【】は都市数

中国

【7】

島根県

岡山県

広島県

京都府

奈良県

近畿

【13】

四国

【4】
愛媛県

九州

【14】

福岡県

佐賀県

熊本県

大分県

和歌山県

滋賀県

都道府県 市町村名 認定日

1 青森県 弘前市＊ H22.2.4

2 岩手県 盛岡市 H30.11.13

3 宮城県 多賀城市＊  H23.12.6

4 大館市 H29.3.17

5 横手市 H30.7.11

6 鶴岡市＊ H25.11.22

7 新庄市 R5.2.15

8 白河市＊ H23.2.23

9 国見町 H27.2.23

10 磐梯町 H28.1.25

11 桑折町 H28.3.28

12 棚倉町 R2.6.24

13 桜川市＊ H21.3.11

14 水戸市＊ H22.2.4

15 下野市 H31.3.26

16 栃木市 H31.3.26

17 甘楽町＊ H22.3.30

18 桐生市  H30.1.23

19 前橋市  R4.12.20

20 埼玉県 川越市＊  H23.6.8

21 千葉県 香取市 H31.3.26

22 小田原市＊  H23.6.8

23 鎌倉市 H28.1.25

24 山梨県 甲州市 H29.3.17

25 下諏訪町■ H21.3.11

26 松本市＊ H23.6.8

27 東御市■ H24.6.6

28 長野市 H25.4.11

29 千曲市 H28.5.19

30 上田市 R5.2.15

31 村上市 H28.10.3

32 佐渡市 R2.3.24

33 富山県 高岡市＊   H23.6.8

34 金沢市＊ H21.1.19

35 加賀市 R3.3.23

36 高山市＊ H21.1.19

37 恵那市＊ H23.2.23

38 美濃市＊ H24.3.5

39 岐阜市＊ H25.4.11

40 郡上市 H26.2.14

41 三島市 H28.10.3

42 掛川市 H30.1.23

43 伊豆の国市 H30.7.11

44 下田市 H30.11.13

45 浜松市 R4.3.25

46 犬山市＊ H21.3.11

47 名古屋市 H26.2.14

48 岡崎市 H28.5.19

49 津島市 R2.3.24

50 亀山市＊ H21.1.19

51 明和町＊ H24.6.6

52 伊賀市 H28.5.19

北陸

【5】

新潟県

石川県

中部

【17】

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

【】は都市数

東北

【12】

秋田県

福島県

関東

【18】

茨城県

栃木県

神奈川県

長野県

群馬県

山形県

■ うち計画完了（３都市）
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歴史まちづくり計画のイメージ

城下町に関する歴史的風致
門前町に関する歴史的風致

宿場町に関する歴史的風致

宿場町（重伝建）

城跡（国指定史跡）
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